
新
た
な

森
林
管
理
シ
ス
テ
ム

　
林
野
庁
で
は
、
林
業
の
成
長
産
業
化
と
森
林
資
源
の
適
切
な
管
理
を
推
進
す

る
た
め
「
新
た
な
森
林
管
理
シ
ス
テ
ム
」
の
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

国
内
の
森
林
は
、
戦
後
や
高
度
経
済
成
長

期
に
植
栽
さ
れ
た
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
人

工
林
が
大
き
く
育
ち
、
木
材
と
し
て
利
用
可

能
な
時
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
の
、「
森
林
を
育
て
る
」だ
け
で
は
な

く
、「
木
材
と
し
て
伐
っ
て
、
住
宅
な
ど
に

使
っ
て
、
伐
っ
た
後
に
は
再
び
植
栽
を
す
る
」

と
い
う
、
新
た
な
時
代
が
や
っ
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
状
で
は
、
木
材
と
し
て
活
用

で
き
る
適
齢
期
の
人
工
林
で
利
用
さ
れ
て
い

る
の
は
、
毎
年
増
加
す
る
資
源
の
４
割
程
度

で
、
資
源
が
十
二
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
状
況
で
す
。

　

ま
た
、
手
入
れ
が
行
き
届
か
ず
、
国
土
の

保
全
や
水
源
の
涵
養
、
地
球
温
暖
化
防
止
な

ど
の
森
林
の
公
益
的
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ

れ
て
い
な
い
状
況
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
林

野
庁
が
市
町
村
を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
で
は
、
約
８
割
の
市
町
村
が
、
管
内

の
人
工
林
（
民
有
林
）
は
手
入
れ
が
不
足
し

て
い
る
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
原
因
の

一
つ
は
、
我
が
国
の
森
林
の
所
有
が
小
規
模
・

分
散
的
で
、
効
率
的
な
林
業
経
営
が
難
し
く

な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
多
く
の
森
林
所

有
者
が
林
業
経
営
へ
の
意
欲
を
失
い
、
充
実

し
た
人
工
林
資
源
を
伐
っ
て
有
効
に
活
用
し

よ
う
と
の
意
向
が
低
い
こ
と
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、多
く
の
林
業
経
営
者
は
、経

営
規
模
を
拡
大
し
た
い
と
の
意
向
が
あ
る
も

の
の
、実
現
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、「
事
業
地

の
確
保
が
困
難
」で
あ
る
こ
と
や
、「
路
網
が
未

整
備
」、「
資
本
装
備（
林
業
機
械
）の
更
新
が
困

難
」で
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
森
林
所
有
者
と
林
業
経
営

者
と
の
間
に
は
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
生
じ
て
い
ま

す
。
こ
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
し
、
経
営
意

欲
を
持
て
ず
に
い
る
森
林
所
有
者
の
方
か
ら
、

意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者
の
方
に
森

林
業
改
革

意欲が高い 16％

意欲が低い 84％

伐採の
意向なし
71％

市町村内の
人工林は

手入れ不足と認識

十分に行き届いている
1%

16%

46%

37%

８割

どちらかと言えば
行き届いている

手入れ不足が
目につく

全般的に
手入れが
遅れている

約５割に達する見込み
（平成32年度末）
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木材として
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適齢期
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（83万戸）

所有面積10ha未満 87％
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61.7万戸
（74%）

5～10ha
11.1万戸
（13%）

4林野   2018.1 No.130

経営意欲が
低い所有者の
伐採の意向

新
た
な
仕
組
み
が

必
要
な
背
景

人工林の齢級別面積

整備の行き届いていない
森林

十二分に
活用できていない資源

市町村の８割が、
管内の人工林（民有林）は
手入れ不足という回答

適齢期の人工林で
利用されているのは

毎年増加する資源の４割程度

活用できる
資源が充実！

森林所有者の経営意欲森林の所有面積別の林家数



林
を
預
け
、
林
業
経
営
を
行
っ
て
も
ら
う
仕

組
み
が「
新
た
な
森
林
管
理
シ
ス
テ
ム
」で
す
。

　

現
在
、
検
討
を
進
め
て
い
る
「
新
た
な
森

林
管
理
シ
ス
テ
ム
」
で
は
、

① 

森
林
所
有
者
は
、自
ら
所
有
す
る
森
林
に
つ

い
て
、適
切
な
経
営
や
管
理
を
行
う
責
務
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
化
し
た
上
で
、

② 

森
林
所
有
者
が
自
ら
管
理
で
き
な
い
場
合

に
は
、
所
有
す
る
森
林
を
市
町
村
に
預
け

て
い
た
だ
き
、

③ 

市
町
村
は
、
預
か
っ
た
森
林
を
、
意
欲
と

能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者
に
繋
ぎ
、
林
業

経
営
の
集
積
・
集
約
化
を
進
め
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

④ 

一
方
、
自
然
的
条
件
が
悪
く
、
林
業
経
営

に
適
さ
な
い
森
林
等
に
つ
い
て
は
、
市

町
村
が
管
理
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
市
町
村
が
公
的
管
理
を
行
う
費
用

に
つ
い
て
は
、
創
設
が
決
ま
っ
た
森
林
環

境
譲
与
税
（
仮
称
）
の
一
部
を
活
用
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
意
欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営

者
」
と
は
、
た
だ
木
を
伐
る
だ
け
で
は
な
く
、

伐
っ
た
後
に
は
再
び
植
栽
し
て
育
て
る
と
い

う
循
環
的
な
林
業
経
営
を
行
え
る
こ
と
、
森

林
所
有
者
や
林
業
従
事
者
の
所
得
を
向
上
さ

せ
る
た
め
、
高
い
生
産
性
と
収
益
性
を
実
現

で
き
る
林
業
経
営
者
の
方
々
を
想
定
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
林
業
経
営
者

の
方
々
が
、
林
業
経
営
や
森
林
管
理
を
行
い

や
す
く
す
る
た
め
の
基
盤
整
備
と
し
て
、
シ

ス
テ
ム
を
導
入
し
た
地
域
を
中
心
に
、
路
網

整
備
や
高
性
能
林
業
機
械
の
導
入
等
の
支
援

を
集
中
的
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
森
林
所
有
者
が
不
明
な
森
林

の
存
在
も
課
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

共
有
林
に
お
い
て
森
林
所
有
者
の
一
部
が
不

明
な
場
合
に
は
、
簡
易
な
手
続
き
で
市
町
村

へ
森
林
管
理
を
委
託
で
き
る
よ
う
に
す
る
措

置
を
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
新
た
な
森
林
管
理
シ
ス
テ

ム
」
の
導
入
は
、
森
林
資
源
を
適
切
に
管
理

し
、
地
球
温
暖
化
防
止
や
災
害
防
止
な
ど
森

林
の
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
に
寄
与
す
る

も
の
で
す
。

　

ま
た
、
安
定
的
に
木
材
を
供
給
し
、
川
中
・

川
下
の
関
係
者
と
と
も
に
木
材
に
付
加
価
値

を
つ
け
て
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

林
業
を
成
長
産
業
化
し
、
地
域
経
済
の
活
性

化
や
雇
用
の
創
出
、
ひ
い
て
は
地
方
創
生
の

実
現
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

林
野
庁
で
は
、
新
た
な
森
林
管
理
シ
ス
テ

ム
の
構
築
、
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
の
活
用

と
い
う
改
革
を
通
じ
て
、
林
業
の
成
長
産
業

化
と
森
林
資
源
の
適
切
な
管
理
を
進
め
て
ま

い
り
ま
す
。

新たな森林管理システム
林業改革

!

森林所有者

経営・管理を
委託

経営・管理を
再委託

林業経営に
適した森林

林業経営に
適さない森林

意欲と能力のある
林業経営者

森林環境譲与税の
一部を活用

市町村
市町村が自ら管理

規模縮小したい、
やめたい、無回答

規模拡大したい
70％

現状維持
したい
26％

4
％

事業地確保が困難

25.5%

路網が未整備

資本装備（林業機械）
更新が困難

37.9%

25.0%

■林道等
■作業道等
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新
た
な

森
林
管
理
シ
ス
テ
ム
と
は

シ
ス
テ
ム
導
入
の

効
果
に
つ
い
て

今後の経営規模に
関する意向 事業を行う上での課題 路網密度の諸外国との比較

新たな
森林管理システム

※複数回答可

※システムを導入した地域を中心に、路網整備や機械の導入を支援


